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規

則

■群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
四
十
七
号

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
十
三
号
様
式
別
表
中

「

旧
３
級
品
以
外
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円
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し
等
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３
級
品

計
①

旧
３
級
品
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外

課
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除
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計
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外
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還
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品

計
③
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引

①
－
②
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③

④
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）

を

旧
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級
品
以
外

売
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等

旧
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品

計
⑤
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級
品
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外

課
税
免
除

旧
３
級
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計
⑥

旧
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級
品
以
外
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還
控
除
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級
品

計
⑦
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引

⑤
－
⑥
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⑦

⑧

（

）

」

「

本
円

売
渡
し
等

①

課
税
免
除

②

返
還
控
除

③

差
引

①
－
②
－
③

④

（

）

に
改
め
る
。

売
渡
し
等

⑤

課
税
免
除

⑥

返
還
控
除

⑦

差
引

⑤
－
⑥
－
⑦

⑧

（

）

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
及
び
第
四

項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

群
馬
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
群
馬
県
条
例
第
六
十
四
号
。
以

下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
五
項
、
第
七
条
第
五
項
及
び
第
八
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
改
正
条
例
附
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
を

い
う
。
）
又
は
小
売
販
売
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
小
売
販
売
業
者
を
い
う
。
）
が
県
た
ば
こ
税

に
係
る
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
徴
収
金
に
附
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
納
付
書
を

添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

改
正
条
例
附
則
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
又
は
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る

県
た
ば
こ
税
に
係
る
更
正
又
は
決
定
、
過
少
申
告
加
算
金
額
、
不
申
告
加
算
金
額
及
び
重
加
算
金

額
の
決
定
通
知
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
八
十
三
号
様
式
及
び
第
八
十
四
号
様
式
に
か

か
わ
ら
ず
、
附
則
別
記
様
式
第
二
号
及
び
附
則
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。
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附則別記様式第１号（規格各片とも１７８ミリメ－トル×８５ミリメ－トル）

（第１片）

年度群馬県税 公○

都道府県コード 県たばこ税の手持品課税領収証書

1 0 0 0 0 5
口 座 番 号 加 入 者

群 馬 県

納税者の住所又は所在地及び氏名又は名称

様

年度 区分 税目 県税 徴収番号 たばこ番号 課税 事 業 者 コ ー ド

申 告 期 間 申 告 区 分

申 修 更 決
年 月分 ・ ・ ・告 正 正 定

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

税 額 01

延 滞 金 02

過 少 申 告 加 算 金 03

不 申 告 加 算 金 04

重 加 算 金 05

合 計 額 10

納 期 限 年 月 日 領 収 日 付 印

課 税 事 務 所 群馬県 事務所

上記のとおり領収しました。

裏面を御覧ください。

◎この納付書は、３枚１組となつていますので、切り離さずに提出してください。

（納税者保管）
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（第２片）

年度群馬県税 公○

都道府県コード
県たばこ税の手持品課税納付書

1 0 0 0 0 5
口 座 番 号 加 入 者

群 馬 県

納税者の住所又は所在地及び氏名又は名称

様

年度 区分 税目 県税 徴収番号 たばこ番号 課税 事 業 者 コ ー ド

申 告 期 間 申 告 区 分

申 修 更 決
年 月分 ・ ・ ・告 正 正 定

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

税 額 01

延 滞 金 02

過 少 申 告 加 算 金 03

不 申 告 加 算 金 04

重 加 算 金 05

合 計 額 10

納 期 限 年 月 日 領 収 日 付 印

課 税 事 務 所 群馬県 事務所

口
日 計

円

上記のとおり納付します。

（金融機関又は郵便局保管）
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（第３片）

年度群馬県税 公○

都道府県コード
県たばこ税の手持品課税領収済通知書

1 0 0 0 0 5
口 座 番 号 加 入 者

群 馬 県

納税者の住所又は所在地及び氏名又は名称

様

年度 区分 税目 県税 徴収番号 たばこ番号 課税 事 業 者 コ ー ド

申 告 期 間 申 告 区 分

申 修 更 決
年 月分 ・ ・ ・告 正 正 定

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

税 額 01

延 滞 金 02

過 少 申 告 加 算 金 03

不 申 告 加 算 金 04

重 加 算 金 05

合 計 額 10

納 期 限 年 月 日 領 収 日 付 印

課 税 事 務 所 群馬県 事務所

指 定 金 融 機 関 群馬銀行（本店及び支店）

取 り ま と め 店 東京貯金事務センター

郵 便 番 号

上記のとおり通知します。 領 収 年 月 日 コード

（県保管）
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（附則別記様式第１号第１片及び第３片の裏面）

注 意 事 項

１ 納付場所は、次のとおりです。

群馬県指定金融機関 群馬銀行（本店及び支店）

東和銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、足利銀

行、横浜銀行、北越銀行、八十二銀行、栃木銀行、大光銀行、

みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、桐生信用金庫、しののめ

信用金庫、足利小山信用金庫、商工組合中央金庫及び中央労働群馬県収納代理金融機関
金庫の本店及び支店

県内の信用金庫、農林中央金庫及び大部分の信用組合並びに県

内の農業協同組合

群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨
郵 便 局

県の各県内並びに東京都内の郵便局

行政県税事務所

２ 納期限までに税金を納めなかつた場合には、当該税額に、その納期限の翌日から納める日

までの期間の日数に応じ、年１４．６％（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間

（申告書の提出期限後に提出した申告書に係る税額にあつては当該提出した日までの期間又

はその日の翌日から１月を経過する日までの期間、修正申告書に係る税額にあつては当該修

正申告書を提出した日までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期

間）については、年７．３％）の割合を乗じて計算した延滞金を納めなければなりません。

３ 更正又は決定により納める税金の延滞金は、当該更正又は決定の対象となつた該当月の納

期限の翌日から指定納期限（県たばこ税の手持品課税更正・決定通知兼納付告知書に記載さ

れた納期限）までの期間又は当該指定納期限の翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年７．３％の割合を乗じて計算してください。

４ 平成２６年１月１日以後の期間については、各年の前年に租税特別措置法第９３条第２項

の規定により告示された割合に年１％の割合を加算した割合（以下「特例基準割合」といい

ます ）が年７．３％の割合に満たない場合には、その年中においては、上記２の年１４．６。

％の割合は特例基準割合に年７．３％の割合を加算した割合と、上記２及び３の年７．３％

の割合は特例基準割合に年１％の割合を加算した割合（年７．３％の割合を超えないものと

します ）となります（ただし、平成１２年１月１日から平成２５年１２月３１日までの期間。

における上記２及び３の年７．３％の割合は、各年の前年の１１月３０日を経過する時にお

ける日本銀行法第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４

％の割合を加算した割合となります 。。）

５ 延滞金を納めなければならない場合は、その計算の基礎となる税額の全額が２，０００円

以上の場合です。この場合、当該計算の基礎となる税額に１，０００円未満の端数があると

きは、これを切り捨てて計算します。また、延滞金の確定金額に１００円未満の端数がある

とき又はその全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切捨て

になります。

６ 延滞金は、御自分で「延滞金」欄に何円と書き入れ 「計」欄も書き込んでください。、

なお、延滞金が付かない場合は 「計」欄は、書き込む必要はありません。、
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備考 １ この様式は、県たばこ税の手持品課税の納付書として使用する。

２ この様式による納付書によつて納付を受けた場合の各片の処理要領は、次のとおりとす

る。

(１) 県指定代理金融機関又は県収納代理金融機関において領収したときは、第１片を納

人に交付し、第２片を領収控えとし、第３片を県指定金融機関へ送付する。

(２) 郵便局において領収したときは、第１片を納人に交付し、第２片を領収控えとし、

第３片を取りまとめ店へ送付する。

(３) 総括店以外の県指定金融機関において領収したときは、第１片を納人に交付し、第

２片を領収控えとし、第３片を総括店へ送付する。

(４) 統括店において取りまとめ店から送付を受けた第３片は、郵便局の払込高通知書と

対照検算した後総括店へ送付する。

(５) 総括店において領収したときは、第１片を納人に交付し、第２片を領収控えとし、

第３片を自動車税事務所へ送付する。
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附則別記様式第２号（規格Ａ４）

たばこ番号

県たばこ税の手持品課税更正・決定・加算金額決定通知兼納付告知書

（県税条例第９４条の９第１項の規定による通知書及び地方税法第１３条第１項の規定による告知書）

住所又は所在地
納 税 者

様
氏 名 又 は 名 称
及 び 代 表 者 名

第 条 第 項
地方税法第 条 第 項の規定により、次のとおり更正・決定・加算金額決定しましたから通知します。

第 条 第 項

なお、不足税額等は、指定納期限までに同封の納付書により納めてください。
年 月 日

群馬県 事務所長 印

区 分 課 税 標 準 数 量 税 額 又 は 金 額 備 考

更 正 ・ 決 定 し た 額 本 円

既 に 納 付 又 は 還 付

の 確 定 し た 額

①差 引 不 足 額

別表の加算金計算の基礎
通 常 分

加 となる額の /100
過 少 申 告 算

加
別表の加算金計算の基礎

加 重 分
金 となる額の /100加 算 金
の

小 計 ②
算

計

別表の加算金計算の基礎
不 申 告 加 算 金 ③

算

金 となる額の /100基

礎 別表の加算金計算の基礎
重 加 算 金 ④

となる額の /100

合 計 ①＋②＋③＋④

指 定 納 期 限 年 月 日

群馬県指定金融機関（群馬銀行 ・群馬県指定代理金融機関・群馬県収納代理金融機関・郵）
納 付 場 所 便局（群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の各県内並びに東京

都内の郵便局 ・行政県税事務所）

１ 不足税額又は不足金額については、当該不足税額に、納期限の翌日から納める日までの期間の日数
に応じ、年１４．６％（この告知書の指定納期限までの期間又は当該指定納期限の翌日から１月を
経過する日までの期間については、年７．３％）の割合を乗じて計算した延滞金を併せて納めてく
ださい。

２ 平成２６年１月１日以後の期間については、各年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定
注

により告示された割合に年１％の割合を加算した割合（以下「特例基準割合」といいます ）が年。
７．３％の割合に満たない場合は、その年中においては、上記の年１４．６％の割合は特例基準割

意
合に年７．３％の割合を加算した割合と、年７．３％の割合は特例基準割合に年１％の割合を加算
した割合（年７．３％の割合を超えないものとします ）となります（ただし、平成１２年１月１日事 。
から平成２５年１２月３１日までの期間における年７．３％の割合は、各年の前年の１１月３０日
を経過する時における日本銀行法第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割項
引率に年４％の割合を加算した割合となります 。。）

３ 延滞金を納めなければならない場合は、その計算の基礎となる税額の全額が２，０００円以上の場
合です。この場合、当該計算の基礎となる税額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切
り捨てて計算します。また、延滞金の確定金額に１００円未満の端数があるとき又はその全額が
１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切捨てになります。

注 この通知に係る処分について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して 以内に、知事に対し３月

書面をもつて審査請求をすることができます。審査請求書（正副２通）は、なるべく当事務所を経由して提出してくださ

い。

上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月

以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります 、処分の取消し。）

の訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対す

る裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

① 審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき。

② 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

号 外 （第４号）平成３０年６月２６日（火） 群 馬 県 報
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号 外 （第４号）平成３０年６月２６日（火） 群 馬 県 報

附則別記様式第２号別表（規格Ａ４）

県たばこ税の手持品課税更正・決定・加算金額決定内訳書

た ば こ 番 号

住 所 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

申 告 書 の 提 出 期 限
期 別 年 月分

申 告 年 月 日 年 月 日

区 分 課 税 標 準 数 量 金 額

修 正 申 告 更 正 本 円

決 定 し た 額

①

既 に 納 付 又 は 還 付 の

確 定 し た 額

②

③ ④
差 引 不 足 額 又 は 今 回 の 修 正 申 告 に よ る

増 差 額 （①－②）

区 分 加 算 金 計 算 の 基 礎 と な る 額 乗率 金 額

加 10
通常分 円 円

100

5過 少 申 告
加重分

100加 算 金
算

小 計 ⑤

不 申 告 加 算 金 ⑥
100

金

重 加 算 金 ⑦
100

合 計 （④＋⑤＋⑥＋⑦）

注 修正申告の場合において「合計」欄は、⑤＋⑥＋⑦である。
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号 外 （第４号）平成３０年６月２６日（火） 群 馬 県 報

附則別記様式第３号（規格Ａ４）

た ば こ 番 号

県たばこ税の手持品課税不申告加算金額決定通知兼納付告知書
（県税条例第９４条の９第１項の規定による通知書及び地方税法第１３条第１項の規定による
告知書）

住 所 又 は 所 在 地

納 税 者
氏 名 又 は 名 称

様
及 び 代 表 者 名

地方税法第 条 第 項の規定により、次のとおり不申告加算金額を決定しましたか

ら、指定納期限までに同封の納付書により納めてください。

年 月 日

群馬県 事務所長 印

納 付 す べ き 不 申 告 加 算 金 額 の 合 計 円

区分 申 告 期 限 加 算 金 計 算 の 基 礎 と な る 額
加 乗 率 金 額 備 考
算 月別 申 告 年 月 日 申 告 税 額
金
額
の 円 円
計
算
基 100
礎 円

指 定 納 期 限 年 月 日

群馬県指定金融機関（群馬銀行 ・群馬県指定代理金融機関・）

群馬県収納代理金融機関・郵便局（群馬県、茨城県、栃木
納 付 場 所

県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の各県内並びに東

京都内の郵便局 ・行政県税事務所）

注 この通知に係る処分について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起算し

て 以内に、知事に対し書面をもつて審査請求をすることができます。審査請求書（正副２３月

通）は、なるべく当事務所を経由して提出してください。

上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があつたことを知つた日の翌日か

ら起算して６月以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知

事となります 、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③まで。）

のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。

① 審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき。

② 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
四
十
八
号

群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第

四
号
中
「
理
由
書
」
を
「
書
面
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

保
護
者
が
特
定
携
帯
電
話
端
末
等
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望

し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
条
例
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理

由
が
必
要
で
あ
る
こ
と
及
び
同
項
に
規
定
す
る
書
面
の
提
出
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
第
二
項
第
三
号
中
「
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
」
を
「
携
帯
電
話
端
末

等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
」
の
下
に
「
及

び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一

青
少
年
が
就
労
し
て
お
り
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
青

少
年
の
業
務
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
こ
と
。

二

青
少
年
が
心
身
に
障
害
を
有
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
て
お
り
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化

措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
青
少
年
の
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
こ
と
。

三

保
護
者
が
、
そ
の
保
護
す
る
青
少
年
の
特
定
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
青
少
年
が
有
害
情
報
を
閲
覧
し
、
又

は
視
聴
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
第
五
項
中
「
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
二
第
六
項
」
に
、

「
青
少
年
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
契
約
」
を
「
役
務
提
供
契
約
」
に
改
め
る
。

携
帯
電
話
イ
ン
タ

ネ
ッ
ト
事
業
者
及
び
媒
介
業
者
等

携
帯
電

別
記
様
式
第
十
号
裏
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
る
。

話
イ
ン
タ

ネ
ッ
ト
事
業
者
等

ー附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
四
十
九
号

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

（
平
成
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
幼
稚
園
教
育
要
領
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
二
十
六
号
）
」

を
「
幼
稚
園
教
育
要
領
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
三
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
幼
稚
園
教
育
要
領
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、

「
保
育
所
保
育
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
一
号
）
」
を
「
保
育
所
保
育
指
針

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第

三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
五
十
号

群
馬
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
」
を
「
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
別
紙
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 （第４号）平成３０年６月２６日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第２条関係）

（表面）

群馬県証紙又は領収済証明書貼付欄

旅館業営業許可申請書

年 月 日

保健所長 あて

申請者

住 所

氏 名 印

年 月 日生

法人にあつては、その所在地、

名称及び代表者の氏名

旅館業法第３条第１項の規定により、旅館業の営業の許可を受けたいので申請します。

所 在 地

営 業 施 設

名 称

営 業 の 種 別

営業施設の構造設備の概要 別紙のとおり

客 室 の 区 分 客 室 数 定 員

寝 台 を 置 く 客 室 室 人

客 室 数 及 び 定 員

寝台 を置 かない 客室

計

寝 具 の 数

宿泊に伴う食事提供の有無

使 用 飲 料 水 の 種 別

規則第５条第１項の規定に

該当するときは、営業期間

又は地理的状況等の詳細

学校（大学を除く。以下同

じ。）、児童福祉施設等の

敷地の周囲おおむね１００

メートルの区域内にある施

設にあつては、学校、児童

福祉施設等からの距離

号 外 （第４号）平成３０年６月２６日（火） 群 馬 県 報
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（裏面）

法第３条第２項

各号に該当する

ことの有無及び

該 当 す る と き

は、その内容

申請者、役員等 氏 名 生年月日（和暦） 性別 住 所 役職名等
フ リ ガ ナ

の氏名等（注）

添付書類

１ 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

２ 営業施設の仕様書

３ 営業施設の配置図、平面図及び付近１２０ｍ以内の見取図

４ 営業施設の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を

要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し

５ 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書

注 「申請者、役員等の氏名等」の欄は、申請者が法人の場合は法人の役員の氏名等を記

入し、申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は申

請者及びその法定代理人（法定代理人が法人である場合は、その役員）の氏名等を記入

すること。

号 外 （第４号）平成３０年６月２６日（火） 群 馬 県 報
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別
記
様
式
第
一
号
別
紙
中

「

有
効

天
井
の

番
号

階
別

室
名

様
式

面
積

定
員

換
気

採
光
窓

照
明

備
考

床
面
積

高
さ

階
㎡

㎡
人

㎡
ｍ

を

計

」

「

寝
台
の

番
号

階
別

室
名

定
員

換
気

採
光
窓
等

照
明

備
考

床
面
積
①

床
面
積
②

有
無

階
㎡

㎡
人

に
、

計

注
床
面
積
①
に
は
旅
館
業
法
施
行
令
第
１
条
第
１
項
第
１
号
の
床
面
積
を

床
面
積
②
に
は
群
馬
県
旅
館
業
条
例
第
５

、

」

条
第
２
項
の
床
面
積
を
記
入
す
る
こ
と
。

「

計
型
式

イ
大

ロ
小

ハ
兼

ニ
洋

様
式

(
)

(
)

(
)

(
)

階
イ

ハ
ニ

ロ

＋

＋

階
基

基
基

基
基

基

を

計

」

「

型
式

大
便
器

小
便
器

大
小
兼
用

計
様

式

階

階
基

基
基

に
、

計

」

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

布
団
襟

掛
布
団
の
襟
カ
バ
ー

別
記
様
式
第
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 （第４号）平成３０年６月２６日（火） 群 馬 県 報
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別記様式第２号（規格Ａ４）（第３条関係）

（表面）

群馬県証紙又は領収済証明書貼付欄

旅館業営業承継承認申請書（合併・分割）

年 月 日

保健所長 あて

申請者

法人所在地

名 称

代表者氏名 印

旅館業法第３条の２第１項の規定により、承認を受けたいので次のとおり申請します。

事務所所在地

合併により消滅する

法人又は分割前の法 名 称

人

代 表 者 氏 名

合併後存続する法人 事務所所在地

若しくは合併により

設立される法人又は 名 称

分割により旅館業を

承継する法人 代 表 者 氏 名

合 併 ・ 分 割 予 定 年 月 日 年 月 日

名 称

営 業 施 設

所 在 地

号 外 （第４号）平成３０年６月２６日（火） 群 馬 県 報
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（裏面）

法第３条第２項

各号に該当する

ことの有無及び

該 当 す る と き

は、その内容

合併後存続する 氏 名 生年月日（和暦） 性別 住 所 役職名等
フ リ ガ ナ

法人若しくは合

併により設立さ

れる法人又は分

割により旅館業

を承継する法人

の役員

添付書類

１ 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業

を承継する法人の定款又は寄附行為の写し

２ 消防法適合通知書

３ 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書

号 外 （第４号）平成３０年６月２６日（火） 群 馬 県 報



17

別記様式第３号（規格Ａ４）（第３条関係）

群馬県証紙又は領収済証明書貼付欄

旅館業営業承継承認申請書（相続）

年 月 日

保健所長 あて

申請者

住 所

氏 名 印

被相続人との続柄

年 月 日生

旅館業法第３条の３第１項の規定により、承認を受けたいので次のとおり申請します。

住 所

被 相 続 人

氏 名

相 続 開 始 年 月 日 年 月 日

名 称

営 業 施 設

所在地

法第３条第２項各

号 （ 第 ７ 号 を 除

く。）に該当する

ことの有無及び該

当するときは、そ

の内容

申請者（申請者が 氏 名 生年月日（和暦） 性別 住 所 役職名等
フ リ ガ ナ

営業に関し成年者

と同一の行為能力

を有しない未成年

者である場合は、

申請者及びその法

定代理人（法定代

理人が法人である

場 合 は 、 そ の 役

員））の氏名等

添付書類

１ 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本（申請者が被相続人の兄弟姉妹である場合

は、申請者の親の除籍謄本及び被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本）

２ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承

継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

３ 消防法適合通知書

４ 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書
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別記様式第４号（規格Ａ４）（第４条関係）

旅館業許可申請書等記載事項変更届

年 月 日

保健所長 あて

届出者

住 所

氏 名 印

法人にあつては、その所在地、

名称及び代表者の氏名

旅館業法施行規則第４条の規定により、次のとおり変更したので届け出ます。

営 業 施 設 所 在 地

名 称

変 更 事 項

変 更 の 理 由

変 更 年 月 日 年 月 日

法第３条第２項各
号に該当すること
の有無及び該当す
るときは、その内
容（注１）

新たに就任した役 氏 名 生年月日（和暦） 性別 住 所 役職名等
フ リ ガ ナ

員等の氏名等（注
２）

添付書類

１ 旅館の構造設備に変更があつた場合は、変更後の構造設備の概要を明らかにし

た平面図及び概要書

２ 旅館の構造設備の変更により、他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可

等を要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し

注１ 「法第３条第２項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容」の欄

は、当該事項に変更があつた場合に記入すること。

２ 「新たに就任した役員等の氏名等」の欄は、法人の役員又は法定代理人（法定代理

人が法人の場合は、その役員）に変更があつた場合に新たに就任した役員等の氏名等

を記入すること（この場合、「法第３条第２項各号に該当することの有無及び該当す

るときは、その内容」の欄についても記入すること。）。
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別
記
様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第６号（規格Ａ４）（第７条関係）

その１

旅館・ホテル
宿泊者名簿

簡 易 宿 所

到着年月日 出発年月日 旅券
行先地 国籍 住所 氏名 職業 年齢 性別 備考

及 び 時 刻 及 び 時 刻 番号

注１ 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を

該当欄に記入すること。

２ ３名以上の団体にあつては、代表者についてのみ必要事項を記載し、備考欄に代表

者以外の者の人数を「ほか何名」と記載することにより、代表者以外の者に係る記載

を省略することができる。ただし、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である

場合は、宿泊者全員の必要事項を記載すること。

その２

下 宿 宿 泊 者 名 簿

宿泊開始 宿泊最終 旅券
国籍 住所 氏名 職業 年齢 性別 宿 泊 目 的 備考

年 月 日 年 月 日 番号

注 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を該

当欄に記入すること。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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